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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧力検出素子を含む圧力センサと、
　前記圧力センサを生体内の動脈に対し押圧する押圧機構と、
　前記押圧機構による押圧力を制御する押圧制御部と、
　前記圧力センサの隣に配置され、前記動脈を流れる血液の流れを示す血流情報を測定す
るための血流センサと、
　前記血流センサの出力信号に基づいて血流情報を測定する血流情報測定部と、
　前記押圧制御部の制御によって前記押圧力が一方向に変化させられた押圧力制御期間に
おいて前記血流情報測定部により測定された血流情報及び前記圧力検出素子により検出さ
れた圧脈波の情報に基づいて、前記押圧機構による第一の押圧力を決定する押圧力決定部
と、
　前記押圧制御部によって前記押圧機構による押圧力が前記第一の押圧力に制御された第
一の状態で前記圧力検出素子により検出される圧脈波と、前記第一の状態で前記血流情報
測定部により測定される血流情報とを記録媒体に記録する記録制御部と、を備える生体情
報測定装置。
【請求項２】
　請求項１記載の生体情報測定装置であって、
　前記押圧力決定部は、前記押圧力制御期間において検出された前記圧脈波の情報の変化
率が閾値以下となっている第一の期間の少なくとも一部の期間のうち、押圧力が最小に制
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御されたタイミングを起点として前記血流情報が所定範囲に収まっている連続した期間で
ある第二の期間を判定し、前記第二の期間の押圧力のいずれかを前記第一の押圧力として
決定する生体情報測定装置。
【請求項３】
　請求項２記載の生体情報測定装置であって、
　前記押圧力決定部は、前記第一の期間の少なくとも一部の期間として、前記第一の期間
において押圧力が最小に制御されたタイミングから、前記第一の期間において最大振幅の
圧脈波が検出されたタイミングまでの期間を選択する生体情報測定装置。
【請求項４】
　請求項２又は３記載の生体情報測定装置であって、
　前記押圧力決定部は、前記第二の期間の押圧力のうちの最大押圧力を前記第一の押圧力
として決定する生体情報測定装置。
【請求項５】
　請求項２～４のいずれか１項記載の生体情報測定装置であって、
　前記押圧力決定部は、前記押圧力制御期間のうちの前記第一の期間よりも前記押圧力が
小さい第三の期間において測定された血流情報の平均値及び標準偏差に基づいて、前記所
定範囲を決定する生体情報測定装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項記載の生体情報測定装置であって、
　前記押圧力制御期間は、前記押圧制御部の制御によって前記押圧力が増加する方向に変
化させられた期間である生体情報測定装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項記載の生体情報測定装置であって、
　前記血流センサは、前記圧力センサよりも前記動脈の血流方向の上流側に配置されてい
る生体情報測定装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項記載の生体情報測定装置であって、
　前記血流情報は、血流速度又は血流量である生体情報測定装置。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項記載の生体情報測定装置であって、
　前記圧力センサは、一方向に配列された複数の圧力検出素子からなる素子列を複数有し
、前記複数の素子列が前記一方向に直交する方向に配列されている生体情報測定装置。
【請求項１０】
　圧脈波を検出するための圧力検出素子を含む圧力センサを生体内の動脈に対し押圧する
押圧機構による押圧力を制御する押圧制御ステップと、
　前記圧力センサの隣に配置され、前記動脈を流れる血液の流れを示す血流情報を測定す
るための血流センサの出力信号に基づいて血流情報を測定する血流情報測定ステップと、
　前記押圧制御ステップにより前記押圧力を一方向に変化させた押圧力制御期間において
前記血流情報測定ステップにより測定された血流情報及び前記圧力検出素子により検出さ
れた圧脈波の情報に基づいて、前記押圧機構による第一の押圧力を決定する押圧力決定ス
テップと、
　前記押圧制御ステップによって前記押圧機構による押圧力を前記第一の押圧力に制御し
た第一の状態で前記圧力検出素子により検出される圧脈波と、前記第一の状態で前記血流
情報測定ステップにより測定される血流情報とを記録媒体に記録する記録制御ステップと
、を備える生体情報測定方法。
【請求項１１】
　圧脈波を検出するための圧力検出素子を含む圧力センサを生体内の動脈に対し押圧する
押圧機構による押圧力を制御する押圧制御ステップと、
　前記圧力センサの隣に配置され、前記動脈を流れる血液の流れを示す血流情報を測定す
るための血流センサの出力信号に基づいて血流情報を測定する血流情報測定ステップと、
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　前記押圧制御ステップにより前記押圧力を一方向に変化させた押圧力制御期間において
前記血流情報測定ステップにより測定された血流情報及び前記圧力検出素子により検出さ
れた圧脈波の情報に基づいて、前記押圧機構による第一の押圧力を決定する押圧力決定ス
テップと、
　前記押圧制御ステップによって前記押圧機構による押圧力を前記第一の押圧力に制御し
た第一の状態で前記圧力検出素子により検出される圧脈波と、前記第一の状態で前記血流
情報測定ステップにより測定される血流情報とを記録媒体に記録する記録制御ステップと
、をコンピュータに実行させるための生体情報測定プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体情報測定装置、生体情報測定方法、及び生体情報測定プログラムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　手首の橈骨動脈等の動脈が通る生体部位に圧力センサを直接接触させた状態で、この圧
力センサにより検出される情報を用いて脈拍情報や血圧情報等の生体情報を測定すること
のできる生体情報測定装置が知られている。このような生体情報測定装置において、血流
速度を測定するためのセンサを搭載するものがある。
【０００３】
　特許文献１には、血圧測定用の圧力センサを利用して非侵襲で血流速度を測定し、測定
した血流速度を用いて、圧力センサの信号に基づいて測定した血圧値を補正する生体情報
測定装置が記載されている。
【０００４】
　特許文献２には、血圧測定用の圧力センサと、非侵襲で血流速度を測定するための圧電
素子とが近接配置され、血圧情報と血流速度とを測定可能な生体情報測定装置が記載され
ている。
【０００５】
　特許文献３～６には、血圧測定用の圧力センサと、非侵襲で血流速度を測定するための
超音波素子とが近接配置され、血圧情報と血流情報（血流速度及び血流量）とを測定可能
な生体情報測定装置が記載されている。
【０００６】
　このうち、特許文献４～６に記載の装置は、血圧測定用の圧力センサを生体に押し当て
るときの最適押圧力を圧力センサの出力信号に基づいて決定し、この最適押圧力で動脈を
押圧している状態にて、超音波素子により血流速度を測定している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－３１１９５１号公報
【特許文献２】特開２００８－１８３４１４号公報
【特許文献３】特開２００６－１１５９７９号公報
【特許文献４】特開２００１－０１７３９９号公報
【特許文献５】特開平０２－０１９１４１号公報
【特許文献６】特開平０１－２１４３３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１～６には、圧力検出素子が形成された押圧面により生体内の動脈を圧迫した
状態にて、この圧力検出素子により検出される圧脈波に基づいて血圧情報を算出するトノ
メトリ法が記載されている。
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【０００９】
　トノメトリ法では、押圧面によって圧迫される動脈の血管壁を平らにして、血管壁の張
力の影響を小さくした状態（以下、トノメトリ状態ともいう）にて圧脈波を検出する必要
がある。
【００１０】
　特許文献１～６に記載されているように、トノメトリ法による圧脈波の検出と血流情報
の測定とを近接部位にて同時に行う場合には、押圧面によって血管壁が圧扁されているト
ノメトリ状態で血流情報を検出することになる。血管壁が圧扁されているということは血
管が部分的に狭窄した状態を意味するため、この状態で測定される血流情報は本来の値か
らずれる可能性がある。
【００１１】
　トノメトリ状態を得るために必要な押圧面の押圧力である最適押圧力を決める方法とし
ては、特許文献４～６に記載されているように、圧力センサにより検出される圧脈波の振
幅が最大となるときの押圧力を最適押圧力として決める方法がある。
【００１２】
　また、圧力センサにより検出される圧脈波のピーク値変化が少なくなっている期間にお
ける押圧力のいずれかを最適押圧力として決める方法もある。
【００１３】
　これらの方法のように、圧力センサにより検出される圧脈波に基づいて最適押圧力が決
定されると、血流情報の測定条件としては最適になっていない場合があり、正確な血流情
報を測定できない可能性がある。特許文献１～６では、このような課題について認識され
ていない。
【００１４】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、血流情報の測定精度への影響を減ら
しながら、生体情報の測定に必要な圧脈波の検出を高精度に行うことのできる生体情報測
定装置、生体情報測定方法、生体情報測定プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の生体情報測定装置は、圧力検出素子を含む圧力センサと、前記圧力センサを生
体内の動脈に対し押圧する押圧機構と、前記押圧機構による押圧力を制御する押圧制御部
と、前記圧力センサの隣に配置され、前記動脈を流れる血液の流れを示す血流情報を測定
するための血流センサと、前記血流センサの出力信号に基づいて血流情報を測定する血流
情報測定部と、前記押圧制御部の制御によって前記押圧力が一方向に変化させられた押圧
力制御期間において前記血流情報測定部により測定された血流情報及び前記圧力検出素子
により検出された圧脈波の情報に基づいて、前記押圧機構による第一の押圧力を決定する
押圧力決定部と、前記押圧制御部によって前記押圧機構による押圧力が前記第一の押圧力
に制御された第一の状態で前記圧力検出素子により検出される圧脈波と、前記第一の状態
で前記血流情報測定部により測定される血流情報とを記録媒体に記録する記録制御部と、
を備えるものである。
【００１６】
　本発明の生体情報測定方法は、圧脈波を検出するための圧力検出素子を含む圧力センサ
を生体内の動脈に対し押圧する押圧機構による押圧力を制御する押圧制御ステップと、前
記圧力センサの隣に配置され、前記動脈を流れる血液の流れを示す血流情報を測定するた
めの血流センサの出力信号に基づいて血流情報を測定する血流情報測定ステップと、前記
押圧制御ステップにより前記押圧力を一方向に変化させた押圧力制御期間において前記血
流情報測定ステップにより測定された血流情報及び前記圧力検出素子により検出された圧
脈波の情報に基づいて、前記押圧機構による第一の押圧力を決定する押圧力決定ステップ
と、前記押圧制御ステップによって前記押圧機構による押圧力を前記第一の押圧力に制御
した第一の状態で前記圧力検出素子により検出される圧脈波と、前記第一の状態で前記血
流情報測定ステップにより測定される血流情報とを記録媒体に記録する記録制御ステップ
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と、を備えるものである。
【００１７】
　本発明の生体情報測定プログラムは、圧脈波を検出するための圧力検出素子を含む圧力
センサを生体内の動脈に対し押圧する押圧機構による押圧力を制御する押圧制御ステップ
と、前記圧力センサの隣に配置され、前記動脈を流れる血液の流れを示す血流情報を測定
するための血流センサの出力信号に基づいて血流情報を測定する血流情報測定ステップと
、前記押圧制御ステップにより前記押圧力を一方向に変化させた押圧力制御期間において
前記血流情報測定ステップにより測定された血流情報及び前記圧力検出素子により検出さ
れた圧脈波の情報に基づいて、前記押圧機構による第一の押圧力を決定する押圧力決定ス
テップと、前記押圧制御ステップによって前記押圧機構による押圧力を前記第一の押圧力
に制御した第一の状態で前記圧力検出素子により検出される圧脈波と、前記第一の状態で
前記血流情報測定ステップにより測定される血流情報とを記録媒体に記録する記録制御ス
テップと、をコンピュータに実行させるためのものである。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、血流情報の測定精度への影響を減らしながら、生体情報の測定に必要
な圧脈波の検出を高精度に行うことのできる生体情報測定装置、生体情報測定方法、生体
情報測定プログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態を説明するための生体情報測定装置１００の概略構成を示す
模式図である。
【図２】図１に示す生体情報測定装置１００の圧力センサ１を生体との接触面側から見た
平面模式図である。
【図３】図１に示す生体情報測定装置１００の内部構成を示すブロック図である。
【図４】図３に示す制御部３の機能ブロック図である。
【図５】被験者を対象として生体情報測定装置１００と同様の測定条件で圧脈波と血流速
度の測定を行った結果を示す図である。
【図６】図５とは異なる被験者を対象として生体情報測定装置１００と同様の測定条件で
圧脈波と血流速度の測定を行った結果を示す図である。
【図７】図１に示す生体情報測定装置１００の動作を説明するためのフローチャートであ
る。
【図８】血管が狭窄した状態における血管全体の総圧力と血流方向の位置との関係を示し
た図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の一実施形態について図面を参照して説明する。
【００２１】
　図１は、本発明の一実施形態を説明するための生体情報測定装置１００の概略構成を示
す模式図である。
【００２２】
　生体情報測定装置１００は、図示しないベルトにより、生体情報の測定対象となる動脈
（図１の例では橈骨動脈ＴＤ）が内部に存在する生体部位（図１の例では利用者の手首）
に装着して用いられる。
【００２３】
　なお、生体情報の測定対象となる動脈としては橈骨動脈ＴＤに限らず、他の動脈を対象
としてもよい。
【００２４】
　生体情報測定装置１００は、ハードウェアとして、橈骨動脈ＴＤから圧脈波を検出する
ための圧力センサ１と、圧力センサ１を生体内の橈骨動脈ＴＤに対し押圧するための押圧
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機構５と、圧力センサ１の隣に配置され、橈骨動脈ＴＤを流れる血液の流れを示す血流情
報を測定するための血流センサ２と、を備える。
【００２５】
　図１の例では、血流センサ２は、圧力センサ１に対し橈骨動脈ＴＤの血流方向の上流側
に配置されている。
【００２６】
　血流センサ２は、血流情報として血流速度を非侵襲にて測定するためのセンサである。
血流センサ２は、超音波ドップラー方式により血流速度を測定する場合には、動脈に向か
って超音波を送信する素子と、動脈から反射してくる超音波を受信する素子とが用いられ
る。
【００２７】
　また、血流センサ２は、レーザドップラー方式により血流速度を測定する場合には、動
脈に向かってレーザを照射する素子と、動脈からの散乱光を受光する素子とが用いられる
。
【００２８】
　生体情報測定装置１００は、圧力センサ１により検出される圧脈波を記録する処理と、
血流センサ２の出力信号に基づいて測定される血流情報を記録する処理とを同時に行うも
のである。
【００２９】
　なお、圧脈波と血流情報を同時に測定する意義としては、例えば、圧脈波に基づいて生
成される血圧情報（収縮期血圧、拡張期血圧、及び、脈圧）又は脈拍情報と、血流情報と
の相関関係により、血圧情報や脈拍情報の変動原因等を把握することが挙げられる。
【００３０】
　また、血圧情報と血流情報の相関関係により、計測部位よりも末梢側の状態の推定や、
計測部位から中枢側の状態の推定を行うことが挙げられる。
【００３１】
　このような意義を考えると、圧力センサ１と血流センサ２のセンサ間距離は、例えば１
５ｍｍ～２５ｍｍ程度の小さい値に設定しておくのがよいが、この範囲に限るものではな
い。
【００３２】
　図２は、図１に示す生体情報測定装置１００の圧力センサ１を生体との接触面側から見
た平面模式図である。図２に示すように、圧力センサ１は、平板状の基体１１上に形成さ
れた素子列１２と素子列１３を有する。
【００３３】
　素子列１２と素子列１３は、それぞれ、圧脈波の測定対象となる橈骨動脈ＴＤの走行方
向に直交する方向Ｘに並ぶ複数の圧力検出素子により構成されている。
【００３４】
　圧力検出素子は特に限定されないが、例えばピエゾ抵抗効果を利用したものが用いられ
る。素子列１２と素子列１３は、方向Ｘに直交する方向Ｙに並んで配置されている。
【００３５】
　このように、圧力センサ１は、素子列１２と素子列１３を有しているため、トノメトリ
状態にある橈骨動脈ＴＤの真上に圧力検出素子を配置できる可能性を高めることができ、
高精度な圧脈波の検出が可能になる。
【００３６】
　図３は、図１に示す生体情報測定装置１００の内部構成を示すブロック図である。
【００３７】
　生体情報測定装置１００は、圧力センサ１と、血流センサ２と、全体を統括制御する制
御部３と、フラッシュメモリ、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、及び、Ｒ
ＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等の記録媒体を含むメモリ４と、信
号処理部１Ａと、信号処理部２Ａと、押圧機構５と、を備える。
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【００３８】
　なお、生体情報測定装置１００において、圧力センサ１、血流センサ２、信号処理部１
Ａ、信号処理部２Ａ、及び、押圧機構５を除く構成については、生体に装着される筐体と
は別の場所に配置されていてもよい。
【００３９】
　例えば、制御部３及びメモリ４は、圧力センサ１、血流センサ２、信号処理部１Ａ、信
号処理部２Ａ、及び、押圧機構５を収容する筐体と電気的に接続されたコンピュータに内
蔵されているものとしてもよい。
【００４０】
　押圧機構５は、圧力センサ１を生体内の橈骨動脈ＴＤに対し押圧するための機構である
。
【００４１】
　押圧機構５は、例えば、基体１１に固定された空気袋と、この空気袋の内圧を調整する
ためのポンプとにより構成される。押圧機構５による生体への押圧力（上記のポンプの内
圧）は、制御部３によって制御される。
【００４２】
　信号処理部１Ａは、圧力センサ１の出力信号に増幅処理及びフィルタ処理等の信号処理
を施し、圧脈波信号として制御部３に入力する。
【００４３】
　信号処理部２Ａは、血流センサ２の出力信号に超音波ドップラー方式又はレーザドップ
ラー方式等で知られている公知の信号処理を施して血流速度の情報を生成し、血流速度の
情報を制御部３に入力する。
【００４４】
　信号処理部２Ａは、血流センサ２の出力信号に基づいて血流情報を測定する血流情報測
定部として機能する。
【００４５】
　制御部３は、メモリ４に格納されたプログラムを実行するプロセッサを主体に構成され
ており、プロセッサがこのプログラムを実行することで各種処理を行う。
【００４６】
　図４は、図３に示す制御部３の機能ブロック図である。
【００４７】
　制御部３は、プログラムを実行することにより、押圧制御部３１と、押圧力決定部３２
と、記録制御部３３と、生体情報測定部３４として機能する。
【００４８】
　押圧制御部３１は、押圧機構５を駆動して、押圧機構５による圧力センサ１の橈骨動脈
ＴＤへの押圧力を制御する。
【００４９】
　押圧制御部３１は、予め決められたタイミング、例えば、生体情報測定装置１００に対
し生体情報の計測指示がなされたタイミングにて、押圧機構５による押圧力を初期値から
予め決められた設定値まで所定の増加速度で増加させる押圧力増加制御を行う。
【００５０】
　押圧力決定部３２は、押圧制御部３１により押圧力増加制御が行われた期間である押圧
力制御期間において、信号処理部２Ａにより測定された血流速度の情報、及び、圧力セン
サ１により検出された圧脈波の情報に基づいて、押圧機構５による第一の押圧力を決定す
る。
【００５１】
　橈骨動脈Ｔが平坦になった部分の真上に位置する圧力検出素子によって検出される圧脈
波は、橈骨動脈ＴＤの血管壁の張力の影響がなく、最も振幅が大きくなる。また、この圧
脈波は橈骨動脈ＴＤ内の血圧値との相関が最も高い。
【００５２】
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　このような理由により、押圧力決定部３２は、上記の押圧力制御期間において最大振幅
の圧脈波を検出した圧力検出素子を最適圧力検出素子とし、この最適圧力検出素子により
検出された圧脈波の情報と、押圧力制御期間において信号処理部２Ａにより測定された血
流速度の情報と、に基づいて押圧機構５による第一の押圧力を決定する。
【００５３】
　この第一の押圧力は、第一の押圧力によって押圧された橈骨動脈ＴＤから血管の周方向
の張力の影響を受けずに圧脈波を検出できる状態、すなわちトノメトリ状態を実現し、か
つ、橈骨動脈ＴＤの変形によって血流速度に変化が生じない（血流速度の測定誤差の少な
い）状態を実現する押圧力である。第一の押圧力の決定方法の詳細については後述する。
【００５４】
　記録制御部３３は、押圧制御部３１により押圧機構５による押圧力が上記の第一の押圧
力に制御された状態で、圧力センサ１の最適圧力検出素子により検出される圧脈波（圧脈
波信号）と、この状態で信号処理部２Ａにより測定される血流速度の情報とを、時刻情報
と関連付けてメモリ４に記録する制御を行う。
【００５５】
　生体情報測定部３４は、押圧制御部３１により押圧機構５による押圧力が上記の第一の
押圧力に制御された状態で、最適圧力検出素子により検出されメモリ４に記録された圧脈
波信号に基づいて、周知の方法により、最高血圧、最低血圧、脈圧、及び、脈拍等の生体
情報を測定し、測定した生体情報をメモリ４に記録する。
【００５６】
　次に、第一の押圧力の決定方法について詳しく説明する。
【００５７】
　図５及び図６は、異なる被験者を対象として生体情報測定装置１００と同様の測定条件
で圧脈波と血流速度の測定を行った結果を示す図である。
【００５８】
　図５及び図６は、押圧機構５による押圧力を横軸とし、押圧機構５による押圧力を増加
させていく過程で圧力センサ１に含まれる最適圧力検出素子により検出された圧脈波信号
の最小値（圧脈波波形のボトム値）を圧脈波の情報として縦軸にプロットし、同過程で信
号処理部２Ａにより測定された血流速度を同様に縦軸にプロットしたものである。
【００５９】
　図５及び図６に示すように、圧脈波の情報は、押圧力が増加を開始すると線形的に増加
していき、その後、増加率が一度緩やかとなり、その後、再び線形的に増加していく特徴
が観測されている。
【００６０】
　この圧脈波の情報の増加率が緩やかとなっている期間に、橈骨動脈ＴＤの血管内圧と橈
骨動脈ＴＤを押圧する押圧力とがほぼ同じになる平衡状態、すなわちトノメトリ状態があ
ると考えられている。
【００６１】
　図５の例では、時刻ｔ１～時刻ｔ４までの期間Ｔ１が、圧脈波の情報の増加率が閾値以
下となっている第一の期間である。図６の例では、時刻ｔ１～時刻ｔ３までの期間Ｔ１が
、圧脈波の情報の増加率が閾値以下となっている第一の期間である。
【００６２】
　したがって、圧脈波の検出精度だけを考えれば、この第一の期間における押圧力のいず
れかを上記の第一の押圧力として決定すれば十分である。
【００６３】
　これまでは、図５及び図６に示した期間Ｔ１のうち、圧脈波の情報の変化率が最も小さ
くなるタイミングや、最大振幅の圧脈波が検出されたタイミングでの押圧力を第一の押圧
力とするのが一般的であった。
【００６４】
　しかし、図５の結果では、期間Ｔ１において、血流速度が急激に変化するタイミングが
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で第一の押圧力を決定すると、圧脈波については精度よく検出できても、血流速度につい
ては本来の値からずれた値が測定される可能性がある。
【００６５】
　なお、呼吸による心拍出量の変動によって橈骨動脈ＴＤへ供給される血液量は変動する
ため、血流速度は、例えば血管が圧迫されていない平常状態であっても多少のばらつきを
生じる。図５において、押圧力が７６ｍｍＨｇ近傍のタイミングで検出された血流速度は
、このばらつきの範囲を超えている。
【００６６】
　そこで、押圧力決定部３２は、押圧力制御期間において検出された圧脈波の情報（圧脈
波信号の最小値）の変化率が閾値以下となっている第一の期間の一部の期間のうち、押圧
力が最小に制御されたタイミングを起点として、血流速度が所定範囲に収まっている連続
した期間である第二の期間を判定し、この第二の期間の押圧力のいずれかを第一の押圧力
として決定する。
【００６７】
　具体的には、押圧力決定部３２は、押圧力制御期間において検出された圧脈波の情報に
ついて、隣接時刻で検出された圧脈波の情報の差分を圧脈波の情報の変化率として算出し
、この差分が閾値以下となっている期間を、圧脈波の情報の変化率が閾値以下となってい
る第一の期間（図５及び図６の例では期間Ｔ１）とする。
【００６８】
　また、押圧力決定部３２は、第一の期間のうち、押圧力が最小に制御された時刻（図５
及び図６の例では時刻ｔ１）から、最大振幅の圧脈波が検出された時刻（図５の例では時
刻ｔ３、図６の例では時刻ｔ２）までの期間（図５及び図６の例では期間Ｔ１ａ）を、第
一の期間の一部の期間として選択する。
【００６９】
　また、押圧力決定部３２は、押圧力制御期間のうちの第一の期間よりも押圧力が小さく
制御されている第三の期間（図５及び図６の例では期間Ｔ３）において測定された血流速
度に基づいて、以下の式（１）により、被験者の血流速度のばらつきの範囲を算出し、こ
の範囲を上記の所定範囲とする。
【００７０】
【数１】

【００７１】
　式（１）において、“ｖ”は血流速度である。また、“ｍｖ”は、第三の期間における
血流速度の平均値を示し、以下の式（２）で表される。式（２）における“ｎ”は、第三
の期間に測定された血流速度の数を示す。式（２）における“ｖｉ”は、第三の期間にお
いてｉ番目に測定された血流速度を示す。
【００７２】

【数２】

【００７３】
　式（１）において“σｖ”は、第三の期間における血流速度の標準偏差を示し、以下の
式（３）で表される。
【００７４】



(10) JP 6594135 B2 2019.10.23

10

20

30

40

50

【数３】

【００７５】
　押圧力決定部３２は、第一の期間の一部の期間（図５及び図６の期間Ｔ１ａ）において
押圧力が最小に制御されたタイミング（図５及び図６の時刻ｔ１）を起点として、血流速
度が式（１）で算出された所定範囲に収まっている連続した期間である第二の期間を判定
する。
【００７６】
　図５の例では、“ｍｖ”が２２０ｍｍ／ｓであり、“３σｖ”が３０ｍｍ／ｓである。
このため、時刻ｔ１から始まって、血流速度が２２０±３０ｍｍ／ｓの範囲を初めて超え
た時刻の直前の時刻ｔ２までの期間Ｔ２が第二の期間となる。
【００７７】
　図６の例では、“ｍｖ”が１７０ｍｍ／ｓであり、“３σｖ”が４５ｍｍ／ｓである。
図６の例では、期間Ｔ１ａにおいて血流速度が１７０±４５ｍｍ／ｓの範囲を超えていな
いため、期間Ｔ１ａがそのまま第二の期間となる。
【００７８】
　このようにして決められた第二の期間は、血管内圧と押圧力がほぼ等しいトノメトリ状
態にあり、かつ、血流速度がばらつきの範囲に収まっている期間である。したがって、こ
の第二の期間における押圧力のいずれかを第一の押圧力として決定することで、圧脈波を
精度よく検出しながら、同時に、血流速度を高精度に測定することができる。
【００７９】
　第二の期間においてどの押圧力を第一の押圧力とするかは、いくつかの方法がある。
【００８０】
　（第一の方法）
　押圧力決定部３２は、第二の期間（図５の期間Ｔ２、図６の期間Ｔ１ａ）の押圧力のう
ちの最大押圧力を第一の押圧力として決定する。
【００８１】
　第一の方法によれば、図６の結果が得られた被験者のように、第二の期間中に血流速度
が大きく変化しない被験者の場合には、圧脈波の振幅が最大となった押圧力が第一の押圧
力として決定される。このため、従来技術と同様に高い精度で圧脈波を検出することが可
能となる。
【００８２】
　また、第二の期間の初期は、橈骨動脈ＴＤの血管壁が平らになり始めた状態と言える。
このため、第一の方法のようにできるだけ押圧力の大きな状態を圧脈波の測定条件とする
ことで、圧脈波をより精度よく測定することができる。
【００８３】
　また、第一の方法によれば、第一の押圧力の決定処理を簡素化でき、制御部３の演算処
理を減らして処理負荷を軽減することができる。この結果、生体情報測定装置１００を電
池駆動にする場合には、連続使用時間を延ばすことができる。
【００８４】
　（第二の方法）
　押圧力決定部３２は、第二の期間（図５の期間Ｔ２、図６の期間Ｔ１ａ）の押圧力のう
ち、最大振幅の圧脈波が検出されたタイミングの押圧力を第一の押圧力として決定する。
この第二の方法でも、圧脈波を精度よく測定することができる。
【００８５】
　（第三の方法）
　押圧力決定部３２は、第二の期間（図５の期間Ｔ２、図６の期間Ｔ１ａ）の押圧力のう
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ち、圧脈波情報の変化率が最も小さくなっているタイミングの押圧力を第一の押圧力とし
て決定する。この第三の方法でも、圧脈波を精度よく測定することができる。
【００８６】
　なお、押圧力決定部３２は、第一の期間の全部を対象として第二の期間を判定してよい
。つまり、押圧力決定部３２は、第一の期間（図５及び図６の期間Ｔ１）において押圧力
が最小に制御されたタイミング（図５及び図６の時刻ｔ１）を起点として、血流速度が式
（１）で算出された所定範囲に収まっている連続した期間を第二の期間として決定する。
【００８７】
　第一の期間における押圧力であれば、圧脈波の検出精度は十分に高くすることができる
ため、この構成であっても圧脈波と血流速度を同時に精度よく測定することが可能である
。
【００８８】
　以上のように構成された生体情報測定装置１００の動作を説明する。
【００８９】
　図７は、図１に示す生体情報測定装置１００の動作を説明するためのフローチャートで
ある。
【００９０】
　生体情報測定装置１００が利用者の手首に装着され、利用者により電源が投入されて、
計測開始の操作がなされると、押圧制御部３１は、押圧機構５による押圧力を初期値から
所定量増加させる押圧力増加制御を行う（ステップＳ１）。
【００９１】
　押圧力の増加が開始されると、圧力センサ１により圧脈波が検出され、圧脈波信号が押
圧力決定部３２に入力される。押圧力決定部３２は、入力された圧脈波信号を検出時刻及
びその時刻における押圧力と対応付けてメモリ４に記録する（ステップＳ２）。
【００９２】
　また、圧脈波の検出と並行して、血流センサ２と信号処理部２Ａにより血流速度が測定
され、血流速度の情報が押圧力決定部３２に入力される。押圧力決定部３２は、入力され
た血流速度の情報を測定時刻及びその時刻における押圧力と対応付けてメモリ４に記録す
る（ステップＳ３）。
【００９３】
　次に、押圧制御部３１は、予め決められた設定値まで押圧力を上昇させたか否かを判定
する（ステップＳ４）。押圧制御部３１は、押圧力が設定値に達していない場合（ステッ
プＳ４：ＮＯ）は、ステップ１に処理を戻して押圧力の増加を継続する。押圧力が設定値
に達していた場合（ステップＳ４：ＹＥＳ）はステップＳ５以降の処理が行われる。
【００９４】
　ステップＳ５において、押圧力決定部３２は、メモリ４に記録された押圧力の増加期間
（押圧力制御期間）中に検出された圧脈波信号を読み出し、振幅が最大となる圧脈波信号
を検出した圧力検出素子を最適圧力検出素子として決定する。
【００９５】
　次に、押圧力決定部３２は、押圧力制御期間において、ステップＳ５で決定した最適圧
力検出素子により検出された圧脈波の情報（圧脈波信号の最小値）の変化率が閾値以下と
なっている第一の期間（図５の例では期間Ｔ１）を判定する（ステップＳ６）。
【００９６】
　次に、押圧力決定部３２は、ステップＳ６で判定した第一の期間において、押圧力が最
小となるタイミングから最大振幅の圧脈波が検出されたタイミングまでの期間（図５の例
では期間Ｔ１ａ）を選択する（ステップＳ７）。
【００９７】
　次に、押圧力決定部３２は、押圧力制御期間のうちの第一の期間よりも押圧力が小さく
制御されている第三の期間において血流センサ２及び信号処理部２Ａにより測定された血
流速度に基づいて、式（１）の演算により、利用者の血流速度のばらつき範囲である所定
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範囲を算出する（ステップＳ８）。
【００９８】
　次に、押圧力決定部３２は、ステップＳ７で選択した期間において、押圧力が最小とな
るタイミングを起点として、この期間に測定された血流速度がステップＳ８で算出した所
定範囲に収まっている連続した第二の期間（図５の例では期間Ｔ２）を判定する（ステッ
プＳ９）。
【００９９】
　次に、押圧力決定部３２は、ステップＳ９にて判定した第二の期間における最大押圧力
を第一の押圧力として決定する（ステップＳ１０）。
【０１００】
　ステップＳ１０で第一の押圧力が決定されると、押圧制御部３１は、押圧機構５を駆動
して、押圧機構５による押圧力を第一の押圧力に制御する（ステップＳ１１）。
【０１０１】
　そして、押圧力が第一の押圧力に固定された状態にて、圧力センサ１により圧脈波が検
出され、圧脈波信号が押圧力決定部３２に入力される。押圧力決定部３２は、入力された
圧脈波信号を検出時刻と対応付けてメモリ４に記録する。また、この圧脈波信号に基づき
、生体情報測定部３４は、血圧情報や脈拍情報を生成し、これらを圧脈波信号の検出時刻
と対応付けてメモリ４に記録する（ステップＳ１２）。
【０１０２】
　また、圧脈波の検出と並行して、血流センサ２と信号処理部２Ａにより血流速度が測定
され、血流速度の情報が押圧力決定部３２に入力される。押圧力決定部３２は、入力され
た血流速度の情報を測定時刻と対応付けてメモリ４に記録する（ステップＳ１３）。
【０１０３】
　ステップＳ１３の後、制御部３は、圧脈波及び血流速度の計測の終了指示がなされたか
否かを判定し、終了指示がなされていなければ（ステップＳ１４：ＮＯ）ステップＳ１２
に処理を戻し、終了指示がなされた場合（ステップＳ１４：ＹＥＳ）には計測処理を終了
する。
【０１０４】
　以上のように、生体情報測定装置１００は、押圧力制御期間において測定された血流速
度及び圧脈波の情報に基づいて、押圧機構５による第一の押圧力を決定する。そして、生
体情報測定装置１００は、この第一の押圧力で圧力センサ１を生体に押圧した状態にて、
圧脈波の検出及び記録と、圧脈波に基づく生体情報の測定及び記録と、血流速度の測定及
び記録とを行う。
【０１０５】
　このようにして決定された第一の押圧力は、トノメトリ状態を実現し、かつ、橈骨動脈
ＴＤの変形によって血流速度に大きな変化が生じない状態を実現する押圧力となっている
。このため、第一の押圧力で圧力センサ１を生体に押圧した状態にて、圧脈波の検出及び
血流速度の測定を同時に行うことで、血流速度の測定精度への影響を減らしながら、生体
情報の測定に必要な圧脈波の検出を高精度に行うことができる。このため、血流速度と圧
脈波の測定を同時にかつ高精度に行うことができ、様々な疾患の診断に役立てることがで
きる。
【０１０６】
　また、生体情報測定装置１００は、図５の例で言えば、期間Ｔ３において測定された血
流速度に基づいて、被験者の血流速度のばらつき範囲を式（１）により求めている。
【０１０７】
　生体情報測定装置１００の手首への装着状態や、被験者の体調、個人差等によって血流
速度のばらつき範囲は変化する可能性がある。生体情報測定装置１００によれば、第一の
押圧力を決定するための押圧力制御期間で被験者から測定した血流速度に基づいて、血流
速度のばらつき範囲を算出しているため、このようなばらつき範囲の変化を吸収すること
ができ、第一の押圧力を精度よく決めることができる。
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【０１０８】
　なお、生体情報測定装置１００の制御部３は、図７のステップＳ８において所定範囲を
算出した後に、この所定範囲をメモリ４に記録しておき、図７の計測処理が終わった後の
次回以降の計測開始時には、メモリ４に記録されている所定範囲の情報を読み出して第二
の期間を決定してもよい。このようにすることで、次回以降の計測処理を簡略化すること
ができる。
【０１０９】
　生体情報測定装置１００は、橈骨動脈ＴＤの血流方向の上流側に血流センサ２が配置さ
れ、下流側に圧力センサ１が配置される構成である。このため、第一の押圧力の決定精度
を向上させることができる。理由を以下に述べる。
【０１１０】
　図８は、血管が狭窄した状態における血管全体の総圧力と血流方向の位置との関係を示
した図である。
【０１１１】
　図８に示す血管８０は位置Ａ～Ｃの範囲にて狭窄しているモデルであり、位置Ｂにおい
て最も細くなっている。血管８０の下には、血管８０の血流方向における位置と、血管８
０の総圧力との関係を示したグラフが図示されている。図８において血流方向は左から右
の方向である。
【０１１２】
　このグラフに示すように、位置Ａから位置Ｂの範囲では、血管狭窄によって総圧力は血
流方向に向かって減少する。このため、位置Ａから位置Ｂの範囲では、位置Ａの上流側と
比較すると血流速度は上昇する。
【０１１３】
　一方、位置Ｂから位置Ｃの範囲では、血管が徐々に太くなるため、総圧力は血流方向に
向かって増加する。このため、位置Ｂから位置Ｃの範囲では、位置Ａから位置Ｂの範囲と
比較すると血流速度は低下する。
【０１１４】
　しかし、位置Ｃ近傍においては、狭い血管部位から広い血管部位に血液が流れ出てくる
ため、血流方向が上流側から下流側に向かって一律とはならず、渦を巻く形になる。この
ため、グラフに示すように、位置Ｃ近傍においては、位置Ａより上流側と比べて、総圧力
が低くなる圧力損失が発生する。
【０１１５】
　位置Ｃ近傍にて圧力損失が発生することで、血流速度は全体として大きくなる可能性が
あり、この現象が、図５の例で説明した、トノメトリ状態の期間Ｔ１において血流速度が
大きく変化する原因の１つと考えらえる。
【０１１６】
　押圧力決定部３２により決定された第一の押圧力は、トノメトリ状態で、かつ、この圧
力損失が生じない程度の押圧力であると言うことができる。
【０１１７】
　以上の圧力損失の原理を考慮すると、血流センサ２が圧力センサ１よりも血流方向の上
流側に配置されていることで、血流センサ２と信号処理部２Ａにより、血流速度（又は血
流方向）が比較的安定した位置で血流を測定することができる。
【０１１８】
　このため、血流速度のばらつき範囲を精度よく算出することができる。この結果、第一
の押圧力を精度よく決定することができ、血流速度の測定精度と圧脈波の検出精度を向上
させることができる。
【０１１９】
　もちろん、生体情報測定装置１００は、血流センサ２が圧力センサ１よりも血流方向の
下流側に配置された構成であってもよい。
【０１２０】
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　以上の説明では、図７のステップＳ１において、押圧制御部３１が押圧力を増加させる
過程で、圧脈波の検出と血流速度の測定を行い、この過程で得られた圧脈波の情報と血流
速度に基づいて第一の押圧力が決定されるものとした。
【０１２１】
　生体情報測定装置１００は、押圧力を上記の設定値まで増加させた後に押圧力を所定量
ずつ減少させる制御を行い、この押圧力の減少過程において圧脈波の検出と血流速度の測
定を行い、この過程で得られた圧脈波の情報と血流速度に基づいて第一の押圧力を決定し
てもよい。
【０１２２】
　前述してきた、押圧力を増加させる過程で得られる圧脈波の情報と血流速度に基づいて
第一の押圧力を決定する構成によれば、押圧制御期間中における血流速度の変動が大きく
なるのを防ぐことができるため、第一の押圧力の決定を精度よく行うことができる。
【０１２３】
　生体情報測定装置１００では、図７のステップＳ６以降に用いる圧脈波の情報として、
圧脈波信号のボトム値を用いているが、この代わりに、圧脈波信号の振幅値、又は、圧脈
波信号のピーク値を用いてもよい。どの値を用いても、第一の期間についてはほぼ同じに
なるため、これまでと同様の効果を得ることができる。
【０１２４】
　生体情報測定装置１００の信号処理部２Ａは、血流情報として血流速度を測定するもの
としたが、血流量を測定してもよい。
【０１２５】
　この場合は、血流センサ２の隣に動脈の断面積を測定するためのセンサが配置される。
そして、信号処理部２Ａは、血流センサ２の出力信号に基づいて算出した血流速度に、こ
のセンサの出力情報に基づいて算出した断面積を乗算して血流量を算出する。
【０１２６】
　血流センサ２が配置される動脈部分の断面積はほぼ一定であると考えられるため、この
ようにして算出された血流量は血流速度に比例する値になる。このため、血流速度の代わ
りに血流量の情報を用いて第一の押圧力を決定することも可能である。
【０１２７】
　なお、血流量は光電容積脈波波形を利用して求めることもできる。この場合は、生体情
報測定装置１００において血流センサ２の代わりに光電脈波センサを用い、信号処理部２
Ａが、光電容積脈波波形を利用して血流量を算出する構成とすればよい。
【０１２８】
　生体情報測定装置１００の圧力センサ１は、複数の圧力検出素子からなる素子列を複数
有する構成である。しかし、圧力センサ１は、圧脈波を検出できる構成であればよく、圧
力検出素子が少なくとも１つあればよい。
【０１２９】
　図２に示すように、複数の素子列を有する圧力センサ１は、基体１１の面積が大きくな
るため、基体１１を生体に押圧していったときに、橈骨動脈ＴＤの潰される範囲も広くな
る。つまり、血流情報への影響が大きくなりやすいと考えられるため、上述してきた方法
で第一の押圧力を決定することが特に有効となる。
【０１３０】
　本実施形態の制御部３が行う図７に示した各ステップをコンピュータに実行させるため
のプログラムとして提供することもできる。このようなプログラムは、当該プログラムを
コンピュータが読取可能な一時的でない（ｎｏｎ－ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ）記録媒体に記
録される。
【０１３１】
　このような「コンピュータ読取可能な記録媒体」は、たとえば、ＣＤ－ＲＯＭ（Ｃｏｍ
ｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ－ＲＯＭ）等の光学媒体や、メモリカード等の磁気記録媒体等を含む
。また、このようなプログラムを、ネットワークを介したダウンロードによって提供する
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こともできる。
【０１３２】
　今回開示された実施形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられ
るべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、
特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【０１３３】
　以上説明してきたように、本明細書には以下の事項が開示されている。
【０１３４】
　開示された生体情報測定装置は、圧力検出素子を含む圧力センサと、前記圧力センサを
生体内の動脈に対し押圧する押圧機構と、前記押圧機構による押圧力を制御する押圧制御
部と、前記圧力センサの隣に配置され、前記動脈を流れる血液の流れを示す血流情報を測
定するための血流センサと、前記血流センサの出力信号に基づいて血流情報を測定する血
流情報測定部と、前記押圧制御部の制御によって前記押圧力が一方向に変化させられた押
圧力制御期間において前記血流情報測定部により測定された血流情報及び前記圧力検出素
子により検出された圧脈波の情報に基づいて、前記押圧機構による第一の押圧力を決定す
る押圧力決定部と、前記押圧制御部によって前記押圧機構による押圧力が前記第一の押圧
力に制御された第一の状態で前記圧力検出素子により検出される圧脈波と、前記第一の状
態で前記血流情報測定部により測定される血流情報とを記録媒体に記録する記録制御部と
、を備えるものである。
【０１３５】
　開示された生体情報測定装置は、前記押圧力決定部は、前記押圧力制御期間において検
出された前記圧脈波の情報の変化率が閾値以下となっている第一の期間の少なくとも一部
の期間のうち、押圧力が最小に制御されたタイミングを起点として前記血流情報が所定範
囲に収まっている連続した期間である第二の期間を判定し、前記第二の期間の押圧力のい
ずれかを前記第一の押圧力として決定するものである。
【０１３６】
　開示された生体情報測定装置は、前記押圧力決定部は、前記第一の期間の少なくとも一
部の期間として、前記第一の期間において押圧力が最小に制御されたタイミングから、前
記第一の期間において最大振幅の圧脈波が検出されたタイミングまでの期間を選択するも
のである。
【０１３７】
　開示された生体情報測定装置は、前記押圧力決定部は、前記第二の期間の押圧力のうち
の最大押圧力を前記第一の押圧力として決定するものである。
【０１３８】
　開示された生体情報測定装置は、前記押圧力決定部は、前記押圧力制御期間のうちの前
記第一の期間よりも前記押圧力が小さい第三の期間において測定された血流情報の平均値
及び標準偏差に基づいて、前記所定範囲を決定するものである。
【０１３９】
　開示された生体情報測定装置は、前記押圧力制御期間は、前記押圧制御部の制御によっ
て前記押圧力が増加する方向に変化させられた期間であるものを含む。
【０１４０】
　開示された生体情報測定装置は、前記血流センサは、前記圧力センサよりも前記動脈の
血流方向の上流側に配置されているものである。
【０１４１】
　開示された生体情報測定装置は、前記血流情報は、血流速度又は血流量であるものを含
む。
【０１４２】
　開示された生体情報測定装置は、前記圧力センサは、一方向に配列された複数の圧力検
出素子からなる素子列を複数有し、前記複数の素子列が前記一方向に直交する方向に配列
されているものである。
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【０１４３】
　開示された生体情報測定方法は、圧脈波を検出するための圧力検出素子を含む圧力セン
サを生体内の動脈に対し押圧する押圧機構による押圧力を制御する押圧制御ステップと、
前記圧力センサの隣に配置され、前記動脈を流れる血液の流れを示す血流情報を測定する
ための血流センサの出力信号に基づいて血流情報を測定する血流情報測定ステップと、前
記押圧制御ステップにより前記押圧力を一方向に変化させた押圧力制御期間において前記
血流情報測定ステップにより測定された血流情報及び前記圧力検出素子により検出された
圧脈波の情報に基づいて、前記押圧機構による第一の押圧力を決定する押圧力決定ステッ
プと、前記押圧制御ステップによって前記押圧機構による押圧力を前記第一の押圧力に制
御した第一の状態で前記圧力検出素子により検出される圧脈波と、前記第一の状態で前記
血流情報測定ステップにより測定される血流情報とを記録媒体に記録する記録制御ステッ
プと、を備えるものである。
【０１４４】
　開示された生体情報測定プログラムは、圧脈波を検出するための圧力検出素子を含む圧
力センサを生体内の動脈に対し押圧する押圧機構による押圧力を制御する押圧制御ステッ
プと、前記圧力センサの隣に配置され、前記動脈を流れる血液の流れを示す血流情報を測
定するための血流センサの出力信号に基づいて血流情報を測定する血流情報測定ステップ
と、前記押圧制御ステップにより前記押圧力を一方向に変化させた押圧力制御期間におい
て前記血流情報測定ステップにより測定された血流情報及び前記圧力検出素子により検出
された圧脈波の情報に基づいて、前記押圧機構による第一の押圧力を決定する押圧力決定
ステップと、前記押圧制御ステップによって前記押圧機構による押圧力を前記第一の押圧
力に制御した第一の状態で前記圧力検出素子により検出される圧脈波と、前記第一の状態
で前記血流情報測定ステップにより測定される血流情報とを記録媒体に記録する記録制御
ステップと、をコンピュータに実行させるためのものである。
【符号の説明】
【０１４５】
１００　生体情報測定装置
１　圧力センサ
１Ａ　信号処理部
１１　基体
１２，１３　圧力検出素子の素子列
２　血流センサ
２Ａ　信号処理部
３　制御部
４　メモリ
３１　押圧制御部
３２　押圧力決定部
３３　記録制御部
３４　生体情報測定部
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